府職労　2026年度健康医療・保健所支部要求への回答（令和8年3月25日）

第１の要求につきましては、労使関係条例に従い、円滑な話し合いが行われるよう、今後とも誠意をもって、対処してまいりたい。

第２の１）の要求につきましては、全庁的な問題でありますので、要求の趣旨を関係課に伝えてまいりたい。

第２の２）の要求につきまして、時間外勤務等の適正化については、「ゆとりの日及び週間」の実施や、「ゆとり推進月間」における様々な取組み等を通じて、その実効性の確保に努めているところ。
また、大阪府庁版「働き方改革」（第１弾・第２弾・リニューアルバージョン）を策定し長時間労働の抑制に取り組んでいる。やむなく、時間外勤務をする場合には給与条例等に基づいて適切に対応しているところ。各所属においても勤務時間内に業務が処理できるよう、業務の平準化や事務処理方法の改善等の創意工夫を通じ、時間外勤務の縮減に努めてまいりたい。タクシーの使用については、全庁的な問題でありますので、要求の趣旨を関係課に伝えてまいりたい。

第２の３）の要求につきましては、３６協定の記載内容が遵守されるよう、時間外勤務の縮減に努めてまいりたい。時間外勤務については、勤務時間内に業務が処理できるよう、業務の平準化や事務処理方法の改善等の創意工夫を通じ、縮減に努めているところ。部としても、引き続き、適正な勤務労働条件の確保ができるよう取り組んでまいりたい。

第２の４）の要求につきましては、全庁的な問題でありますので、要求の趣旨を関係課に伝えてまいりたい。

第２の５）の要求につきまして、通勤時間につきましては、現在、１時間３０分以内を目標に努力しているところ。職員の人事異動については、今後も適正に努めてまいりたい。

第２の６）の要求につきまして、時間外勤務については、勤務時間内に業務が処理できるよう、業務の平準化や事務処理方法の改善等の創意工夫を通じ、縮減に努めているところ。部としても、引き続き、適正な勤務労働条件の確保ができるよう取り組んでまいりたい。

第２の７）の要求につきまして、職員の人員配置については、厳しい定数事情の中ではあるが、業務量に見合った適切な配置に努めているところ。今後も引き続き、適切な勤務労働条件の確保に取り組んでまいりたい。

第２の８）の要求につきまして、監察医事務所の空調機設備については、これまで適宜、補修工事や整備を行ってきているところであり、今後とも、必要に応じて設備補修を行うなど、健康面に害を及ぼすことがないよう職場環境の整備に努めてまいりたい。また、老朽化する監察医事務所の建替えに向け、関係機関との調整や必要な調査等を実施しているところであり、引き続き必要な取組みを進めてまいりたい。

第３の１）の要求につきまして、職員の健康管理については、非常に重要な問題であると認識しており、これまでその体制の充実に努めてきたところ。今後とも、健康管理体制の一層の整備、充実に努めてまいりたい。

第3の２）の要求につきましては、全庁的な問題でありますので、要求の趣旨を関係課に伝えてまいりたい。

第3の３）の要求につきましては、全庁的な問題でありますので、要求の趣旨を関係課に伝えてまいりたい。

第3の４）の要求につきましては、全庁的な問題でありますので、要求の趣旨を関係課に伝えてまいりたい。なお、部内でも管理職をはじめ全職員に対してハラスメント研修を実施しているところ。

第3の５）の要求につきましては、全庁的な問題でありますので、要求の趣旨を関係課に伝えてまいりたい。

第3の６）の要求につきまして、これまでも産業医面談については、過重労働対策（時間外労働が月100時間以上の場合若しくは２箇月から６箇月平均で80時間を超える場合又は月45時間を超え、産業医が必要と判断した場合には、少なくとも年１回は助言指導及び保健指導を実施）を中心に、適切に対応しているところ。要求につきましては、全庁的な問題でありますので、要求の趣旨を関係課に伝えてまいりたい。

